
 

 

相模原市監査委員公表第８号 

  

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２５２条の３８第６項の規定により、平

成１８年度及び平成２８年度の包括外部監査の結果に基づき措置を講じた旨、市長

から通知があったので、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。 

 

令和元年１０月３０日 

 

 

相模原市監査委員 彦 根   啓 

 

 

同        橋 本 愼 一 

 

 

同        須 田   毅 

 

 

同        大 崎 秀 治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１ 特定の事件（平成１８年度） 

少子高齢化対応事業の財務事務の執行について 

２ 監査対象部局及び団体 

  保健福祉部保育課及び関係各部課並びに経済部産業振興課 

３ 措置に係る通知日 

  市長から通知があった日    令和元年１０月２５日 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果【指摘事項】 措置の状況 

１．【小児急患調剤薬局事業委託】  

委託料の積算根拠について 

薬 剤 師 会 の 小 児 急 患 調 剤 薬 局 事 

業 特 別 会 計 の 平 成 １ ７ 年 度 収 支 計 

算 書 を 見 る と 、 診 療 収 入 の 当 初 見 

込額は１０，６１０千円、決算額は 

１３，８５９千円で、実績額が見込額

を３，２４９千円上回っている。特別

会計全体で２，０７６千円のプラスの

収支差額が出ており、また前年度から

の繰越分を含めて１５，９０８千円が

次期繰越収支差額となっている。診療

収入の実績と見込の差額のうち６割程

度は当該年度の経費等に充当されずに

繰越されている状況であり、委託料積

算における診療収入の扱いを見直す必

要がある。 

(報告書 ５８頁) 

１．【小児急患調剤薬局事業委託】  

委託料の積算根拠について 

 当該委託契約は、平成２４年度まで

前金払で支払っていたが、指摘を受け

平成２１年度予算から平成２４年度予

算までにおいては過年度の診療収入の

実績を考慮して委託料の減額を行い、

平成２５年度からは支払方法を概算払

に変更し、当該年度の診療収入の実績

に応じて委託料の精算を行った。ま

た、委託事業と補助事業の整理を行っ

た結果、平成３１年度からは当該委託

事業を補助事業である「休日夜間急患

調剤事業」に統合した。 

 

 

 

 

 



 

 

１ 特定の事件（平成２８年度） 

補助金に係る財務に関する事務の執行について 

２ 監査対象部局及び団体 

  補助金の予算額が原則として３００万円以上の関係各課 

３ 措置に係る通知日 

  市長から通知があった日    令和元年１０月２５日 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果【指摘事項】 措置の状況 

１．【休日夜間急患調剤薬局運営費補助

金】  

補助事業が負担すべき経費（建物

賃借料等） 

休日夜間調剤薬局は、相模原市総合

保健医療センター(ウェルネスさがみは

らＢ館１階)にあるが、行政目的使用の

ため賃借料無料とされている。薬剤師

会 は 、 同 じ 建 物 の ６ 階 に あ り 、 行

政財産目的外使用許可を受け、年間

３５６万円を負担している。 

法人全体の賃借料は、事業費と管理

費の総額で１，２４５万円であり、こ

のうち１，１９６万円を公益目的事業

会計が負担している。このうち本補助

事業の負担は、１，０８２万円であ

る。収益事業等会計の賃借料の負担は

３３万円である。本補助事業の負担の

う ち 相 模 原 中 央 の 建 物 使 用 料 等 は 

３３７万円である。調剤薬局が配置さ

れている１階部分の賃料は無償で借り

受けているから、６階の事務局部分の

１．【休日夜間急患調剤薬局運営費補助

金】  

補助事業が負担すべき経費（建物

賃借料等） 

市薬剤医師会に対しては、当該補助

金のほかに、小中学校プール水質検査

委託ほか２事業の学校保健関連事業を

委託しており、これらの業務に係る市

薬剤師会事務局の事務室の賃借料につ

いては、便宜上一括して当該補助金か

ら支出していた。 

今回の指摘を受け、事務室の賃借料

については、市薬剤師会事務局職員の

業務割合に応じて按分し、平成３１年

度においては、当該補助金は４５．０％、

学校保健関連事業は２１．７％、市薬

剤師会は３３．３％を負担することと

した。 

 

 

 

 



 

 

賃料ということになるが、法人会計の

賃借料１６万円に対して約２０倍とな

っている。 

建物賃借料は一人当たりの専有面積

を求めて、職員等の業務内容に応じて

人員を各業務に割り振りそれを基に建

物賃借料を割り振るのが合理的と考え

る。補助事業等を行っていない場合に

は、発生する建物賃借料を事務局の費

用として法人会計が負担するものと考

えられる。リース等の賃借料は、各業

務の利用状況に応じて割り振るのが合

理的と考える。 

現状では、相模原市総合保健医療セ

ンターの６階事務室の賃借料３５６万

円のうち８０％を当該補助事業が負担

しており、賃借料が発生する３６５日

のうち開設日数が休日７２日、夜間 

３６５日にも拘わらず、法人全体の賃

借料の８０％を負担していることは、

補助目的事業への配賦が過大になって

いると考えられる。収益事業等会計も

含めて担当する業務に応じた人員費等

により専有面積を求めこれに基づいて

費用の按分を行う必要がある。 

(報告書 ３０頁) 

 

 

 

 

 


